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令和元年度決算に係る健全化判断比率審査意見書 

１ 審査の対象 
  審査に当たっては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下「法」という。）

第 3 条第 1 項の規定に基づき、村長から提出された令和元年度に係る次の比率（以下「健
全化判断比率」という。）及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を対象とした。 

 
 （１） 実 質 赤 字 比 率 
 （２） 連結実質赤字比率 
 （３） 実 質 公 債 費 率 
 （４） 将 来 負 担 比 率 

 
２ 審査の期間 
  令和 2 年８月 6 日・12 日 

 
３ 審査の方法 
  村長から提出された比率と算定になった事項を記載した書類について 

 １ 健全化判断比率は、関係法令等に沿って正確に算定されているか 
  ２ 健全化判断比率の算定の基礎となった事項を記載した書類は、一般会計及び特別会 
   計の決算類等に基づいて適正に作成されているか 
  などを重点に、比率の算定に必要な決算書及び参考資料の確認を行い、関係資料の提出 

を求め、関係職員から説明を聴取し、決算審査の結果も参考に審査を行った。 
 

４ 審査の結果 
  審査に付された健全化判断比率は、適正に作成された算定の基礎となる事項を記載した 
 書類に基づき正確に算定されていると認めた。 
  いずれも早期健全化基準未満であった。 
                                   (単位：％) 

区   分 
令和元年度 

（Ａ） 

平成 30 年度 

  （Ｂ） 

増  減 
(A) －（B） 
ポイント 

法に定める基準 

早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率     ―    ―    ―   １５．０   ２０．０ 

連結実質赤字比率    ―    ―    ―   ２０．０   ３０．０ 

実 質 公 債 費 率   １１．７  １０．２ １．５   ２５．０   ３５．０ 

将 来 負 担 比 率  3．５ ２２．０ △１８．５  ３５０．０  

 ※「―」は、実質赤字額及び連結実質赤字額が生じていないため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率 
 がないことを表している。 



５ 健全化判断比率の状況 
  （１） 実質赤字比率 
     一般会計の実質赤字額は生じていないため、実質赤字比率はない。 
 
     実質赤字比率＝                     ＝  ― ％ 
 

 
※ 一般会計を対象とした実質赤字の標準規模に対する比率です。20％以上は

財政再生団体となる。 
 
  （２） 連結実質赤字比率 
     連結実質赤字額は生じていないため、連結実質赤字比率はない。 
 
     連結実質赤字比率＝                   ＝  ― ％ 
 

※ 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。30％以上
は、財政再生団体となる。 

    連結実質赤字額の内訳                    （単位：千円） 

区   分 会    計    名 
連結実質赤字額等 

赤字額 黒字額 

一 般 会 計 及 び 公
営 企 業 以 外 の 特
別会計 

日吉津村一般会計   ―  114,337 
日吉津村国民健康保険事業勘定特別会計   ― 1,125 

日吉津村後期高齢者医療特別会計   ―     23 

公 営 企 業 の 特 別
会計 日吉津村公共下水道事業特別会計 ―   16,464 

合      計   ―   131,949 

 
  （３） 実質公債費比率 
     地方税や普通交付税等の一般財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出し金 
    などの公債費に準ずるもの、一部事務組合負担金のうち公債費に該当するものを含 

めた実質的な公債費相当額から普通交付税が措置されている額を控除した額の占 
め得る割合の前 3 か年度の平均値である。現時点においては、問題はない。 

 
     各年度の実質公債費比率＝ 

一般会計等の実質赤字額    ―  千円 

標準財政規模の額  １，４２６，５２８ 千円 

連結実質赤字額     ―   千円 

標準財政規模の額１，４２６，５２８千円 

〔（１）＋（２）〕 ― 〔（３）＋（４）〕 

     （５） ― （４） 



                                                                                                                             
（１）当該年度の元利償還金の額（転貸債権、繰上充用償還分を除く） 
（２）地方債の元利償還に準ずるもの（準元利償還金の額） 
（３）元利償還金又は準元利償還金に充てられた特定財源の額 
（４）地方債の元利償還に要する経費として、普通交付税の額に用いる基準財政 

需要額に算入された額及び準元利償還に要する経費として普通交付税の
算定に用いる基準財政需要額に算入された額（算入公債費等の額） 

（５）標準財政規模の額 
 
 
 
 実質公債費比率＝                          ＝11.7％ 
 （3 か年平均）             3 
 
 実質公債費比率の算定内訳                     （単位：千円） 

区  分 

 
実質公債費 
比   率 

 （１） 
地方債の元
利償還金の
額 

  （２） 
準元利償還
金の額 

  （３） 
元 利 償 還 金
等 に 充 て ら
れ た 特 定 財
源の額 

 （４） 
算入公債費等
の額 

    (５) 
標 準 財 政 規
模の額 

平成 29 年度 13.68634 230,245 23,928 0 32,307 1,382,639 

平成 30 年度 9.09573 193,698 22,204 0 28,456 1,414,508 

令和元年度 12.37701 233,632 19,066 0 24,780 1,426,528 

3 か年平均 11.7  

 
※ 地方債の発行に際し、実質公債費率 18％以上の団体は都道府県知事の許可が必要とな

る。25％以上になると財政健全化団体となり、一部の地方債発行が制限される。さら
に、35％以上になると財政再生団体となり、多くの地方債の発行が制限される。 

 
 （４） 将来負担比率 
    地方債の残高をはじめ一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模 
   に対する比率である。現時点において問題はない。 
 
 

将来負担比率＝                                                ＝ 3.5 ％ 

平成 29 年度比率  平成 30 年度比率  令和元年度比率 

13.68634 %    9.09573  ％    12.37701 ％ 

Ａ 将来負担額    ―  Ｂ 充当可能財源等の額 
 3,032,646 千円       2,987,038 千円 

Ｃ 標準財政規模の額 ―  Ｄ 算入公債費等の額 
 1,426,528 千円        142,947 千円 



 将来負担比率の算定内容                    （単位：千円、％） 
 令和元年度 平成 30 年度 

増 減 
算定額 Ａ構成比 算定額 Ａ構成比 

１ 一般会計等に係る地方債の現在高 2,442,139 80.5 2,563,957  81.4 △121,818 

２ 債務負担行為に基づく支出予定額 20,051 0.7 37,687   1.2 △17,636 
３ 一 般 会 計 以 外 の 特 別 会 計 に 係 る 
  地方債の償還に充てるための一般 

会計等からの繰り入れ見込み額 
279,473 9.2     216,007    6.9 63,466 

４ 組合が起こした地方債の償還に係  
る地方公共団体の負担見込み額  123,197 4.1 129,112   4.1 △5,915 

５ 退職手当支給予定額に係る一般会 
計等負担見込み額 144,286 4.7 158,065    5.0 △13,779 

６ 設立法人の負債の額等に係る一般 
  会計等負担見込み額 23,500 0.8 43,500     1.4 △20,000 

   

ア 地方道路公社 0 0 0 0 0 

イ 土地開発公社 0 0 0 0 0 

ウ 地方独立行政法人 0 0 0 0 0 

 エ 第三セクター等 23,500 0.8 43,500 1.4 △20,000 

７ 連結実質赤字額 0 0 0 0 0 
８ 組合の連結実質赤字額に係る一般

会計等負担見込み額 0 0 0 0 0 

Ａ 将来負担額（１～８の計） 3,032,646 100.0  3,148,328 100.0 △115,682 
９ 地方債の償還額等に充当可能な 

基金の残高の合計額 879,467 

 

  804,307 

 

75,160 

10 地方債の償還額等に充当可能な 
特定可能な特定歳入の見込み額 57,900       0 57,900 

11 地方債の償還等に要する経費と 
して基準財政需要額に算入される 

  ことが見込まれる額 
2,049,671 2,063,317 △13,646 

Ｂ 充当可能財源等の額（９～11 の計） 2,987,038 2,867,624 119,414 

Ｃ 標準財政規模の額 1,426,528 1,414,508 12,020 

Ｄ 算入公債費等の額 142,947 142,526 421 

 
６ 審査意見 

（１）総合意見 
審査に付された健全化判断比率は、算定の基礎となる事項を記した書類を確認し

たところ、いずれも適正に作成されているものと認めた。また、いずれも早期健全
化基準未満であった。 



（２）個別意見 
① 実質赤字比率について 

 一般会計決算の実質収支は黒字であり、問題はない。 
   

② 連結実質赤字比率 
     特別会計においても実質収支は黒字であり、連結実質赤字額は生じないので問題 

はない。 
   

③ 実質公債費比率 
 実質公債費比率の早期健全化基準は 25％である。18％を超えると地方債の借り
入れは県知事の許可が必要となるが、その数値を下回っている。平成 30 年度の
10.2％と比べ令和元年度は 11.7％と 1.5 ポイント上昇した。低い水準で推移して
おり、地方債の返済や資金繰りの指標として問題はないが、近年は上昇傾向にる。
令和 2 年度から複合型子育て拠点施設整備事業に着手しているが、綿密な起債計
画を立て引き続き健全な財政運営に努められたい。 

 
④ 将来負担比率 

 将来負担比率の早期健全化基準 350.0％である。平成 30 年度の 22.0％と比べ令
和元年度は 3.5％と 18.5 ポイント大きく下がった。財政基盤が小さいため大きく
変動することがある。係数は基準を大きく下回っており、地方債の返済や資金繰り
の指標として特に問題はない。 

  
（３）是正改善を要する事項 

     健全化判断比率は低い水準で推移しているものの、少しずつ上昇してきている。
複合型子育て拠点施設をはじめとする公共施設の新設や修繕など、インフラ整備を
進めていくうえで、将来を見据えた計画的な財政運営に努めていただきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 



令和元年度決算に係る資金不足比率審査意見書 

 
１ 審査の対象 

審査に当たっては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下「法」という。） 
  第 22 条第 1 項の規定に基づき、村長から提出された次の公営企業会計における令和元

年度決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を対象と
した。  

 
（１）日吉津村公共下水道事業特別会計 

 
２ 審査の期間   
   令和 2 年 8 月 6 日・12 日 
 
３ 審査の方法 
   村長から提出された比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について 

（１） 資金不足比率は、関係法令等の規定に従って作成された資料に基づいて正確 
に算定されているか 

（２） 資金不足率の算定の基礎となる事項を記載した書類は、決算書類に基づいて 
適正に作成されているか 

   などを重点に、比率の算定に必要な決算書及び参考資料の確認を行い、あわせ、関係 
資料の提出を求め、関係職員から説明を聴取し決算審査の結果も参考に審査を行った。 

 
４ 審査の結果 
   審査に付された資金不足率は、経営健全化基準未満である。 
 
 公営企業の資金不足比率 

会   計   名 令和元年度 平成 30 年度  
 法 に 定 め る 
 経営健全化基準 

日吉津村公共下水道事業特別会計 ― ― ２０ 

  
※ 「―」は、資金不足が生じていないことを評している。 
※ この比率は、資金の不足額が事業の規模に占める割合である。公営企業会計において経営 
 健全化基準が２０％以上になった場合は、経営の健全化計画を定めることになる。 

 
 



５ 資金不足比率の状況 
   公営企業会計においては、資金の不足は生じていないため、資金不足率はない。 

 

 

   資金不足比率 ＝                  

 
 

（単位：千円、％） 

会  計  名 
資金不足額 

（Ａ） 
事業の規模 

（Ｂ） 
資金不足比率 
（Ａ／Ｂ） 

日吉津村公共下水道事業特別会計 ― ９３，８９８ ― 

 
  ※ 資金不足比率の「－」は、資金の不足が生じていないため、資金不足比率がないことを表 

している。 
 
 
 
 
 
６ 審査の意見 

（１）総合意見 
 審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
は、いずれも適正に作成されているものと認めた。 

 
（２）個別意見 

 令和元年度公共下水道事業特別会計決算では、地方公共団体の財政の健全化 
に関する法律施行令第 16 条に規定する資金の不足額がないため、資金不足比率 
は算定されない。 

 
（３）是正改善を要する事項 

 特に指摘すべき事項はない。 
 

資金の不足額 
    ―   千円 

事 業 の 規 模  
９３，８９８千円 


